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４月９日、「新入学児童・園児を交通事故から守ろう」をスローガンに、春の全国交
通安全運動キャンペーンが行われ、道行く人に交通安全を呼びかけました（市役所
前交差点付近にて）

　近年、国民の食生活をめぐる環境が大きく変化し、栄養の偏りや不規則な食
事、肥満や生活習慣病の増加、食の海外への依存、食の安全など、さまざまな
問題が生じている。このため、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健
全な食生活を実践することができる人間の育成を目的とした、食育の推進が喫
緊の課題となっている。
　子供たちに対する食育を推進するためには、学校において、教員としての資
質能力と栄養に関する専門知識を持った栄養教諭が中心となり、各学校での全
体的な指導計画の作成、教職員や家庭、地域との連携・調整、各教科での指導
への参画などに取り組むことが不可欠といえる。
　国の食育推進基本計画においては、栄養教諭を「各学校における指導体制の
要として、食育を推進していく上で不可欠な教員」と位置づけるとともに、
「全都道府県における早期の配置が必要である」「栄養教諭免許状を取得した
学校栄養職員の栄養教諭への移行を促進する」としている。
　よって、県においては、食育の推進を図るため、従来の学校栄養職員から栄
養教諭への円滑な移行に向けた取り組みを進めるなど、栄養教諭の一層の配置
を促進するよう強く要望する。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成２２年３月２３日

綾瀬市議会議長　近　藤　　　洋

　神奈川県知事　　あて

栄養教諭の配置促進を求める意見書

3月定例会で可決された意見書

『意見書』とは
　意見書とは、広く社会一般の利益に関する事柄で、直接、議会の権利が
及ばない国などの事務について、議会としての意思をまとめた文書のこと
をいいます。
　市民の皆さんからの要望や意見を、国政や県政に反映させるため、地方
自治法第９９条「議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき
意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」との規定に基づ
き、国や県に対し議長が議会を代表して提出するものです。
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請 願 ・ 陳 情 の 審 査 結 果

審査日
結　果件　　　　　　名付託委員会

２２・３・４
趣 旨 了 承栄養教諭の配置促進に関する陳情総務教育

市議会への請願や陳情

◆どなたでも提出できます
　市民の皆さんは、身近で困っている問題について市議会にその実情を訴える
ことができます。これを請願や陳情といいます。

◆提出には、次のことに注意してください

・書式は≪例≫を参考に、日本語で
簡潔にまとめてください。内容が
２件以上にわたるときは、１件ご
とに提出してください。
・請願には、１人以上の紹介議員が
必要ですが、陳情には必要ありま
せん。
・請願（陳情）者が複数の場合は、
代表者を決めてください。
・請願（陳情）は、必ず議会事務局
へ持参してください。
・定例会初日前３日（土・日曜日、
休日を除く）までに提出してくだ
さい。郵送の場合は、請願（陳情）
として受け付けることはできませ
んが、要望書として全議員に配付
します。
・請願（陳情）者の住所・氏名は一
般に公開されますので、あらかじ
めご了承ください。

○○○に関する請願（陳情） 

平成　年　月　日 

綾瀬市議会議長　殿 

紹介議員　 
　（署名または記名押印） 

請願（陳情）者 

趣旨 

理由 

氏名　○○○○　印 
住所 

《例》

「あやせ市議会だより」は、直接お届けしています
　あやせ市議会だよりは、市シルバー人材センターの会員が配布しています。
　お手元に届かない場合は、同センター（1７０－３０８８）へご連絡ください。

次号は、８月１５日発行です。
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